
山口市の
地域連携教育とは？

「未来を生きぬく」子どもたちを育むために、教職員・保護者・地域住民・児童生
徒が主体となり、対話と協働を手がかりに学び、生きがい・やりがいのある取組を
通して、よりよい社会を創る教育のことをいいます。

学校教育の質の向上

学びでつながる地域づくり

めざす子どもの姿、資質・
能力、成果と課題の共有

学校運営
協議会

協育ネット
協議会

対話 協働
教職員、保護者、地域住民、児童・生徒がともに

未来を創造する学校づくり
◆「学校づくりは、地域づくり」という考えのもと「地域ととも
にある学校づくり」「学校を核とした地域づくり」を推進しま
す。

◆「学校教育の質の向上」と「学びでつながる地域づくり」のた
めに、熟議を取り入れた学校運営協議会、多様な人々が対話と
協働を基盤として参画する地域学校協働活動に取り組みます。

◆すべての保護者に家庭教育の学びの機会を提供する家庭教育支
援活動を実施します。

家庭教育支援

～目的・手段の共有～
熟 議

学校支援・地域貢献

コミュニティ・スクール

コミュニティ・スクールの姿

やまぐち路傍塾の活用

学校運営協議会
（が設置された学校）

設置規則
委員任命

学校運営
教職員任用

教育
委員会

学校
（校長）

運営方針

教育活動
学校運営

学校運営や必要な支援
に関する協議

説明

承認

意見

地教行法第４７条の５
（H29改正）

地域学校協働活動

説明

意見

保護者・地域住民等

意見

評価活動

情報提供・協議
を踏まえた支援
活動

協議結果に関する情報
提供の努力義務


